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日 曜 行 事 〈９月の行事〉 
【夏休み校内作品展】 
本校児童の夏休みの作品が以下の通

り校内に展示されます。北舎児童玄関
よりお入りください。 
日程  9 月２日(月)～３日(火) 
時間  16：00～17：30 
場所  1・2 年 音楽室（1 階） 
    3・4 年 図工室（3 階） 
    5・6 年 家庭科室（3 階） 
 
【9／24(火)50 周年記念航空写真撮影】 
 今年度山手小は 50 周年です。記念
行事として第一弾「航空写真撮影」を
以下の通り実施します。 
実施日 9 月 24 日（火）1・2 時間目 
内 容 全校で人文字を作り撮影 
場 所 運動場 ※天候次第で延期 
 

【9／28(土)PTA 環境整備作業】 

PTA 環境整備作業を以下の日程で

実施します。 

実施日 9 月 28 日（土）7:50～9:00 

参加者 今年度も 6 年生児童と保護

者・本部役員・地区委員・職員

で実施予定です。 

※6 年生保護者・地区委員の皆様には

ご面倒をおかけいたしますが何卒ご

理解ご協力をお願いいたします。 

※なお、有志の 1～5 年生の児童・保

護者も参加可です。 
 
 

〈10月の行事〉 
10 月 2 日（水）就学時健診 一斉下校 12:45 

3 日（木）５年文化の森終日 
4 日（金）PTA あいさつ活動 
8 日（火）あいさくスポーツ Day 

10 日（木）あいさくスポーツ Day 予備日 
11 日（金）前期終業式 
15 日（火）後期始業式 
17 日（木）3 年社会見学 
22 日（火）1 年校外学習（アクアトト） 
28 日（月）2 年校外学習（モンキーセンター） 

〈11月の行事〉 

11 月 6 日（水）F-0 公表会 一斉下校 15：05 

12 日（火）小教研 一斉下校 13：00 

21 日（木）～22 日 5 年中池研修 

29 木 夏休み明け集会 4 時間授業 一斉下校 １3：４5 

30 金 4 時間授業 一斉下校 １3：４5 

31 土   

1 日   

2 月 夏休み校内作品展(16:00～17:30) 一斉下校 １5：0５ 

3 火 先生の読み聞かせ 委員会⑥ 夏休み校内作品展 
1～4 年 １4：４５ 

5～６年 １5：３５ 

4 水 全校朝会 
１・２年 １５：0５ 

３～６年 １５：5５ 

5 木 代表委員会 PTA 本部役員会 
１～2 年 １4：4５ 

3～６年 １５：3５ 

6 金 PTA あいさつ活動  ふるさと木曽川体験(6 年) 
1～3 年 １5：0５ 

4～6 年 １5：5５ 

7 土 市科学社会科作品展・発明くふう展  

８ 日 市科学社会科作品展・発明くふう展  

9 月 教育実習（～10/4） 一斉下校 １5：0５ 

10 火 10 点筆箱 なかよし遊び クラブ 
1～３年 １4：４５ 

4～６年 １5：３５ 

11 水 児童集会 食育指導（5 年） 
１・２年 １５：0５ 

３～６年 １５：5５ 

12 木 代表委員会 
１～2 年 １4：4５ 

3～６年 １５：3５ 

13 金  
１～３年 １5：0５ 

４～6 年 １5：5５ 

14 土   

15 日   

16 月 敬老の日  

17 火 読み聞かせ 委員会 SC（PM） 
１～4 年 １4：4５ 

5～６年 １５：3５ 

18 水  
１・２年 １５：0５ 

３～６年 １５：5５ 

19 木  
１～2 年 １4：4５ 

3～６年 １５：3５ 

20 金 サイエンスワールド（4 年） SDGｓ講座（５年） 
1～3 年 １5：0５ 

4～6 年 １5：5５ 

21 土   

22 日 秋分の日  

23 月 振替休日  

24 火 50周年航空写真撮影 なかよし遊び クラブ 
1～３年 １4：４５ 

4～６年 １5：３５ 

25 水 歯科指導（1 年） 
１・２年 １５：0５ 

３～６年 １５：5５ 

26 木 ふるさと魅力体験（6 年） 
１・２年 １4：4５ 

３～６年 １５：3５ 

27 金  一斉下校 １５：０５ 

28 土 PTA 環境整備作業（予備日 10 月 5 日）  

29 日 市防災訓練  

30 月 50 周年航空写真予備日 一斉下校 １5：0５ 

〈南海トラフ地震等への対応について〉 
南海トラフ地震等が発生した場合の対応について児童 
にプリントを配布いたしました。 
南海トラフ地震に限らず震度が大きい場合は、児童の
安全を第一とし、災害に対応するために引き渡し下校
等の避難行動が必要となります。 
地震が発生した場合、家庭で事前にお子様と 
相談するとよい避難行動も記載しました 
ので、詳細はプリントをご確認ください。 
 
 

〈児童虐待防止について〉 
夏休みを利用して教職員は「児童虐待対応研修」

を行いました。児童虐待防止法第６条に、学校は
「虐待を疑った段階で通告する義務がある」ことな
どが明記されています。現在、心理的虐待が最も多
く、次いで身体的虐待、ネグレクト、性的虐待とな
っています。学校に限らず大人は発見したら通告し
なければなりません。気になる事がありましたら岐
阜県中濃子ども相談センター（25―3111）や市役所、
学校に相談願います。 

※下校時刻は変更する場合がござ

います。詳しくは各学級の見通

しカードでご確認ください。 


